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住宅用蛸警報器の設置義靴

○

◆お知らせ◆

稔務省消防庁は､最近の住宅火災による死者

数急増等を踏まえ､消防法を改正し､一般の戸

建住宅等に住宅用火災警報器等の設置を義務付

けました｡

E借主珂巨モ藍1 -平成18年6月1日から

防-巨ff. ･･･平成23年5月31日までに
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平成17年12月1日

第46号

悪質な訪問販売にご注意
(不適正な価格･無理強い販売など)

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)

による販売を行う業者にご注意下さい｡ (火災警報器は､ク-リングオフの対象ですo)

国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しな

いようにしましょう｡

(日本消防検定協会の鑑定品には､

｢鑑定マーク｣がついています｡

製品を購入される際の目安として

ください｡)
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用火苅警報器等を設置しましょう.

D寝室 ACHECK

就寝に使用する部屋の天井又は壁面に

設置します.

j　どんな方式があるの7
～

▲CH∈CK

告段の柄り

牡できる脂)

市町村の火災予防条例によっては台所に設t
を義務づけている場合があります｡お住まいの
市町村の条例に従って設置して下さい｡
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火光から大切な生命を守るために､住
SE十iiill■■li岩己■

(､な垂置するの?絹繕場所をチェック‖
-一･し/　p/

住宅火災による死者数は急増しています｡

特に死者の半数以上が高齢者となっています｡
また､死に至った原因の7割は､逃げ遅れとな

っています｡

アメリカでは住宅用火災警報器等の設置が

義務化され､21年間で火災による死者数は
約半分にまで減っています｡

F住宅火脚こよる死者数｣は.姓抽火災

による死者数の約981に及びます.

(出典平成1 6*虎版消防白fl

r住宅火矧=よる死乱の約7刑が逃げ

遜れにJ:るものです｡

その他　　　　　　　　　　　　逃げjZlれ

240人(238%) /Jr一一一　　712人(684%)

(人＼
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7D　　77　　8)　83　　66　　g9　　92　　95　(姐　　01 02 03 (u

年　　FF　　左　　往　　EL　　年　　毎　　与　　年　iT行fF有

(出角全米防災協会(NFPA)粗悪■より消防庁で作成】

E)階段
就寝に使用する部屋がある階0
場の天井又は壁面に設置します
(ただし.避難階目脂など容易に送
の階段は除く)
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く天井の場合)
▼梁などがある場合の取付

▼エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
換気扇やエアコンの吹き出し口
から1.5m以上離します｡

去よ.T.琵王訂票.'b"l'_ ..
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●●●●●●●●●●●●●●●●●
●

･● 【お問い合わせ先】

境港消防署予防係
なお､既存の住宅については､経過措置としてl･･. ℡0859-47-0119 .･･

平成23年5月31日までの猶予期間があります｡　　●･..ー　　　　　　　_..･●


